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船橋都市計画飯山満地区地区計画の変更理由 

飯山満地区は、本市の中央部にあり、ＪＲ総武線船橋駅から東へ約４ｋｍに

位置し、東葉高速鉄道飯山満駅周辺で、まちづくりのテーマを「緑と潤いのあ

る住みよい街づくり」と定めた土地区画整理事業等により、商業と住宅地を計

画的に配置した新たな市街地の形成を図っている地区である。 

このため、計画的かつ合理的な土地利用を誘導し、良好な都市環境を形成す

るよう都市計画を決定している。 

今般土地区画整理事業の一部区域について詳細設計を行い、整形地となるよ

う街区の形状を変更するなど事業計画が変更されたことから、船橋都市計画事

業飯山満地区土地区画整理事業との整合を図るため、適正な地区計画に変更す

るものとする。 
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船橋都市計画地区計画の変更（船橋市決定） 

船橋都市計画飯山満地区地区計画を次のように変更する。

名称 飯山満地区地区計画 

位置 船橋市飯山満町２丁目及び３丁目並びに芝山１丁目及び３丁目の各一部の区域 

面積 約２２．６ha 

地区計画

の目標 

 本地区は、本市の中央部にあり、ＪＲ総武線船橋駅から東へ約４ｋｍに位置し、東葉高

速鉄道飯山満駅周辺で、まちづくりのテーマを「緑と潤いのある住みよい街づくり」と定

めた土地区画整理事業等により、商業と住宅地を計画的に配置した新たな市街地の形成を

図っている地区である。 

 このため、快適で利便性の高い商業・文化空間を創出しつつ、計画的かつ合理的な土地

利用を誘導し、豊かな環境との共生や防災及び福祉の視点を取り入れたまちづくりを推進

するとともに、良好な都市環境を形成し、将来にわたり維持保全することを目指すものと

する。 

区域の整

備・開発

及び保全

の方針 

【土地利用の方針】 

 良好な都市環境を形成し、保全を図るため、本地区を次の６つの地区に区分し、それぞ

れの土地利用の方針を定める。 

＜商業地区＞ 

 飯山満地区の生活拠点として、周辺住民の利便性を有し、にぎわいの核となる商業機能

の集積と、文化・コミュニティ機能の一体的な整備を誘導し、個性ある駅前の顔づくりの

形成を図る。 

＜中層住宅・サービス地区＞ 

 商業地区の機能を補完するための、各種生活利便等のサービス施設の立地を誘導すると

ともに、中層以下の住宅の立地で、にぎわいのある空間の形成を図る。 

＜中層住宅地区＞ 

 中層以下の住宅で、良好な住環境の住宅地区の形成を図る。 

＜一般住宅地区＞ 

 既成住宅地との調和を図り、多様な住宅ニーズに応える良好な住環境の住宅地区の形成

を図る。 

＜低層住宅地区Ａ＞ 

 周辺環境との調和を図り、戸建て住宅を主体とする緑豊かでゆとりある良好な住環境の

住宅地区の形成を図る。 

＜低層住宅地区Ｂ＞ 

 既成住宅地との調和を図り、戸建て住宅を主体とする良好な住環境の住宅地区の形成を

図る。 

【地区施設の整備の方針】 

土地区画整理事業等により整備する道路、公園、緑地、広場等の維持・保全を図るとと

もに、地区内及び地区周辺の円滑な交通を確保するため、地区施設の整備方針を以下のと

おり定める。 

地区の内外を連絡する区画道路を適切に整備する。 

【建築物等の整備の方針】 

 本地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、建築物等の整備の方針を以下のように

定める。 

１．快適で利便性の高い商業・文化空間を創出しつつ、計画的かつ合理的な質の高い住環

境の形成を図るため、建築物等の用途の制限を定める。 

２．住宅地の過密化を防止し、適正な規模の街並みを形成し、良好な質の高い住環境の形

成を図るため、建築物の敷地面積の最低限度を定める。 

３．日照、通風、採光、プライバシーを確保し、街並みを整え、地区周辺や隣接地に対す

る圧迫感を緩和するため、壁面の位置を定める。 

４．良好な居住環境の確保や魅力ある街並み景観を誘導するため、建築物の高さの制限を

定める。 

５．地域環境と調和し、ゆとりある街並みを形成するため、建築物等の形態又は意匠の調

和について定める。 

６．緑豊かで、災害に強い街並みと潤いのある住環境の形成を図るため、かき又はさくの

構造について定める。 
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規 

模 

名 称 幅 員 延 長 備 考 

区画道路１号 ８．０ｍ 約 １５０ ｍ 

区画道路２号 ６．０ｍ 約 ２６ ｍ 

区画道路３号 ５．５ｍ 約 ５８ ｍ 

区画道路４号 ５．５ｍ 約 ５７ ｍ 

区画道路５号 ５．０ｍ 約 ５７ ｍ 

区画道路６号 ６．０ｍ 約 １０３ ｍ 

建 

築 

物 

等 

に 

関 

す 

る 
事 

項 

地
区
の
区
分 

地区の 
名 称 商業地区 中層住宅・サービス地区 

地区の 
面 積 

約１．９ha 約４．８ha 

建築物等の用
途の制限 

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。 
ただし、市長が公益上やむを得ないと認めた場合においては、この限りでない。 

１．専用住宅 
２．工場（建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８
号）第１３０条の６に規定するものを除く。） 

３．自動車教習所 
４．床面積の合計が１５㎡を超える畜舎 
５．勝馬投票券発売所、場外車券売場 
６．倉庫業を営む倉庫 
７．危険物の貯蔵又は処理に供するもの 
８．風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項第２号若
しくは第３号又は同条第６項第２号若しくは第４号
から第６号に規定するもの 

９．集会場（業として葬儀を行うものに限る。） 
１０．併用住宅で１階部分を住居の用に供するもの（上
階の住宅への出入口又は階段に供する部分を除く。） 

ただし、都市計画道路３・４・２７号前原東飯山満
町線（飯山満駅交通広場を含む。）に接する敷地にあ
る建築物のうち、当該道路に面する部分に限る。 

１．工場（建築基準法施行令（昭和２５年政令第 
３３８号）第１３０条の６に規定するものを除 

 く。） 
２．自動車教習所 
３．床面積の合計が１５㎡を超える畜舎 
４．危険物の貯蔵又は処理に供するもの 
５．風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項第２号若
しくは第３号又は同条第６項第２号若しくは第４号
から第６号に規定するもの 

６．集会場（業として葬儀を行うものに限る。） 

建築物の敷地
面積の最低限
度 

３００㎡ １３５㎡ 

 ただし、次のいずれかに該当するものについてはこの限りでない。 
１．現に建築物の敷地として使用されている土地で、当該規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権
利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規定に適合しない土地について、その全部を一の敷地とし
て使用するもの。 

２．土地区画整理事業による当該規定に適合しない仮換地若しくは換地で、所有権その他の権利に基づいてその全
部を一の敷地として使用するもの。 

３．市長が公益上やむを得ないと認めたもの。 
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壁面の位置の
制限 

 建築物（駅舎及び鉄道高架下部に建築するものを除
く。）の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線ま
での距離は１ｍ以上とする。 
 ただし、この距離に満たない距離にある建築物又は建
築物の部分が次のいずれかに該当するものについては
この限りでない。 
１．地階のもの。 
２．物置その他これに類する附属建築物（自動車車庫を
除く。）で、高さ３ｍ以下で、かつ、床面積の合計が
５㎡以内であるもの。 

３．附属建築物の自動車車庫で、高さが３ｍ以下である
もの。 

 建築物（駅舎及び鉄道高架下部に建築するものを除
く。）の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線ま
での距離は１ｍ以上とする。なお、建築物の敷地面積の
最低限度の適用を受けない敷地の建築物については、こ
の距離を０．５ｍ以上とすることができる。 
 ただし、この距離に満たない距離にある建築物又は建
築物の部分が次のいずれかに該当するものについては
この限りでない。 
１．地階のもの。 
２．物置その他これに類する附属建築物（自動車車庫を
除く。）で、高さ３ｍ以下で、かつ、床面積の合計が
５㎡以内であるもの。 

３．附属建築物の自動車車庫で、高さが３ｍ以下である
もの。 

建築物等の高
さの最高限度 

－ ２０ｍ 

建築物等の形
態又は色彩そ
の他の意匠の
制限 

建築物の外壁の色は、周辺環境との調和を図り、原色や蛍光色などの刺激的な色彩を避ける。 

かき又はさく
の構造の制限 

 道路に面してかき又はさくを設ける場合は、原則として生垣、透視可能なフェンスその他これらに類する構造と
する。 
 ただし、ブロックその他これに類する構造のものを設ける場合にあっては、地盤面からの高さは、１．０ｍ以下と
する。 
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地
区
の
区
分 

地区の 
名 称 中層住宅地区 一般住宅地区 

地区の 
面 積 

約８．８ha 約３．８ha 

建築物等の用
途の制限 

 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 
 ただし、市長が公益上やむを得ないと認めた場合においては、この限りでない。 

１．住宅 
２．住宅で建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８
号）第１３０条の３に掲げる用途を兼ねるもの 

３．共同住宅、寄宿舎又は下宿 
４．学校、図書館その他これらに類するもの 
５．老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類
するもの 

６．病院又は診療所 
７．巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益
上必要な建築物 

８．老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類
するもの 

９．店舗、飲食店その他これらに類するもの 
１０．前各号の建築物に附属するもの 

１．住宅 
２．住宅で建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８
号）第１３０条の３に掲げる用途を兼ねるもの 

３．共同住宅、寄宿舎又は下宿 
４．学校（大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校
を除く。）、図書館その他これらに類するもの 

５．老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類
するもの 

６．診療所 
７．巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益
上必要な建築物 

８．神社、寺院 
９．老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類
するもので床面積の合計が６００㎡以内のもの 

１０．店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する
もののうち、その用途に供する部分の床面積の合計が
１５０㎡以内のもの 

１１．前各号の建築物に附属するもの 

建築物の敷地
面積の最低限
度 

１３５㎡ １３５㎡ 

 ただし、次のいずれかに該当するものについてはこの限りでない。 
１．現に建築物の敷地として使用されている土地で、当該規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権
利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規定に適合しない土地について、その全部を一の敷地とし
て使用するもの。 

２．土地区画整理事業による当該規定に適合しない仮換地若しくは換地で、所有権その他の権利に基づいてその全
部を一の敷地として使用するもの。 

３．市長が公益上やむを得ないと認めたもの。 

壁面の位置の
制限 

 建築物（駅舎及び鉄道高架下部に建築するものを除
く。）の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線ま
での距離は１ｍ以上とする。なお、建築物の敷地面積の
最低限度の適用を受けない敷地の建築物については、こ
の距離を０．５ｍ以上とすることができる。 
 ただし、この距離に満たない距離にある建築物又は建
築物の部分が次のいずれかに該当するものについては
この限りでない。 
１．地階のもの。 
２．物置その他これに類する附属建築物（自動車車庫を
除く。）で、高さ３ｍ以下で、かつ、床面積の合計が
５㎡以内であるもの。 

３．附属建築物の自動車車庫で、高さが３ｍ以下である
もの。 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線
までの距離は１ｍ以上とする。なお、建築物の敷地面積
の最低限度の適用を受けない敷地の建築物については、
この距離を０．５ｍ以上とすることができる。 
 ただし、この距離に満たない距離にある建築物又は建
築物の部分が次のいずれかに該当するものについては
この限りでない。 
１．地階のもの。 
２．物置その他これに類する附属建築物（自動車車庫を
除く。）で、高さ３ｍ以下で、かつ、床面積の合計が
５㎡以内であるもの。 

３．附属建築物の自動車車庫で、高さが３ｍ以下である
もの。 

建築物等の高
さの最高限度 

２０ｍ ２０ｍ 

建築物等の形
態又は色彩そ
の他の意匠の
制限 

 建築物の外壁の色は、周辺環境との調和を図り、原色や蛍光色などの刺激的な色彩を避ける。 

かき又はさく
の構造の制限 

 道路に面してかき又はさくを設ける場合は、原則として生垣、透視可能なフェンスその他これらに類する構造と
する。 
 ただし、ブロックその他これに類する構造のものを設ける場合にあっては、地盤面からの高さは、１．０ｍ以下と
する。 
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地
区
の
区
分 

地区の 
名 称 低層住宅地区Ａ 低層住宅地区Ｂ 

地区の 
面 積 

約２．８ha 約０．５ha 

建築物等の用
途の制限 

 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 
 ただし、市長が公益上やむを得ないと認めた場合においては、この限りでない。 

１．住宅 
２．住宅で建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８
号）第１３０条の３に掲げる用途を兼ねるもの 

３．共同住宅、寄宿舎又は下宿 
４．学校、図書館その他これらに類するもの 
５．老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類
するもの 

６．診療所 
７．巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益
上必要な建築物 

８．神社、寺院 
９．前各号の建築物に附属するもの 

１．住宅 
２．住宅で建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８
号）第１３０条の３に掲げる用途を兼ねるもの 

３．共同住宅、寄宿舎又は下宿 
４．学校、図書館その他これらに類するもの 
５．老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類
するもの 

６．診療所 
７．巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益
上必要な建築物 

８．前各号の建築物に附属するもの 

建築物の敷地
面積の最低限
度 

１３５㎡ １００㎡ 

 ただし、次のいずれかに該当するものについてはこの限りでない。 
１．現に建築物の敷地として使用されている土地で、当該規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権
利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規定に適合しない土地について、その全部を一の敷地とし
て使用するもの。 

２．土地区画整理事業による当該規定に適合しない仮換地若しくは換地で、所有権その他の権利に基づいてその全
部を一の敷地として使用するもの。 

３．市長が公益上やむを得ないと認めたもの。 

壁面の位置の
制限 

 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界
線までの距離は１ｍ以上とする。なお、建築物の敷地面
積の最低限度の適用を受けない敷地の建築物について
は、この距離を０．５ｍ以上とすることができる。 
 ただし、この距離に満たない距離にある建築物又は建
築物の部分が次のいずれかに該当するものについては
この限りでない。 
１．地階のもの。 
２．物置その他これに類する附属建築物（自動車車庫を
除く。）で、高さ３ｍ以下で、かつ、床面積の合計が
５㎡以内であるもの。 

３．附属建築物の自動車車庫で、高さが３ｍ以下である
もの。 

－ 

建築物等の高
さの最高限度 

－ － 

建築物等の形
態又は色彩そ
の他の意匠の
制限 

 建築物の外壁の色は、周辺環境との調和を図り、原色や蛍光色などの刺激的な色彩を避ける。 

かき又はさく
の構造の制限 

 道路に面してかき又はさくを設ける場合は、原則として生垣、透視可能なフェンスその他これらに類する構造と
する。 
 ただし、ブロックその他これに類する構造のものを設ける場合にあっては、地盤面からの高さは、１．０ｍ以下
とする。 

「区域は計画図表示のとおり」 
 
理由 
 飯山満地区は、市街地開発事業である土地区画整理事業により面的に公共施設を整備し、新たなまちづくりを
推進している地域である。今般土地区画整理事業の事業計画が変更されたことから、船橋都市計画事業飯山満地
区土地区画整理事業との整合を図るため、適正な地区計画に変更するものとする。 
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中層住宅・サービス地区
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一般住宅地区

低層住宅地区A
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飯山満駅

変更箇所位置

新旧対象図参照
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船橋都市計画飯山満地区地区計画の変更新旧対照表 
新 旧 

名称 飯山満地区地区計画 飯山満地区地区計画 

位置 
船橋市飯山満町２丁目及び３丁目並びに芝山１

丁目及び３丁目の各一部の区域

船橋市飯山満町２丁目及び３丁目並びに芝山１

丁目及び３丁目の各一部の区域

面積 約２２．６ha 約２２．６ha 

地区計画の

目標 

 本地区は、本市の中央部にあり、ＪＲ総武線船

橋駅から東へ約４ｋｍに位置し、東葉高速鉄道飯

山満駅周辺で、まちづくりのテーマを「緑と潤い

のある住みよい街づくり」と定めた土地区画整理

事業等により、商業と住宅地を計画的に配置した

新たな市街地の形成を図っている地区である。 

 このため、快適で利便性の高い商業・文化空間

を創出しつつ、計画的かつ合理的な土地利用を誘

導し、豊かな環境との共生や防災及び福祉の視点

を取り入れたまちづくりを推進するとともに、良

好な都市環境を形成し、将来にわたり維持保全す

ることを目指すものとする。 

 本地区は、本市の中央部にあり、ＪＲ総武線船

橋駅から東へ約４ｋｍに位置し、東葉高速鉄道飯

山満駅周辺で、まちづくりのテーマを「緑と潤い

のある住みよい街づくり」と定めた土地区画整理

事業等により、商業と住宅地を計画的に配置した

新たな市街地の形成を図っている地区である。 

 このため、快適で利便性の高い商業・文化空間

を創出しつつ、計画的かつ合理的な土地利用を誘

導し、豊かな環境との共生や防災及び福祉の視点

を取り入れたまちづくりを推進するとともに、良

好な都市環境を形成し、将来にわたり維持保全す

ることを目指すものとする。 

区 域 の 整

備・開発及び

保全の方針 

【土地利用の方針】 

 良好な都市環境を形成し、保全を図るため、本

地区を次の６つの地区に区分し、それぞれの土地

利用の方針を定める。 

＜商業地区＞ 

 飯山満地区の生活拠点として、周辺住民の利便

性を有し、にぎわいの核となる商業機能の集積

と、文化・コミュニティ機能の一体的な整備を誘

導し、個性ある駅前の顔づくりの形成を図る。 

＜中層住宅・サービス地区＞ 

 商業地区の機能を補完するための、各種生活利

便等のサービス施設の立地を誘導するとともに、

中層以下の住宅の立地で、にぎわいのある空間の

形成を図る。 

＜中層住宅地区＞ 

 中層以下の住宅で、良好な住環境の住宅地区の

形成を図る。 

＜一般住宅地区＞ 

 既成住宅地との調和を図り、多様な住宅ニーズ

に応える良好な住環境の住宅地区の形成を図る。 

＜低層住宅地区Ａ＞ 

 周辺環境との調和を図り、戸建て住宅を主体と

する、緑豊かでゆとりある良好な住環境の住宅地

区の形成を図る。 

＜低層住宅地区Ｂ＞ 

 既成住宅地との調和を図り、戸建て住宅を主体

とする良好な住環境の住宅地区の形成を図る。 

【地区施設の整備の方針】 

土地区画整理事業等により整備する道路、公

園、緑地、広場等の維持・保全を図るとともに、

地区内及び地区周辺の円滑な交通を確保するた

め、地区施設の整備方針を以下のとおり定める。 

地区の内外を連絡する区画道路を適切に整備

する。 

【建築物等の整備の方針】 

 本地区計画の目標及び土地利用の方針に基づ

き、建築物等の整備の方針を以下のように定め

る。 

１．快適で利便性の高い商業・文化空間を創出し

つつ、計画的かつ合理的な質の高い住環境の形成

【土地利用の方針】 

 良好な都市環境を形成し、保全を図るため、本

地区を次の６つの地区に区分し、それぞれの土地

利用の方針を定める。 

＜商業地区＞ 

 飯山満地区の生活拠点として、周辺住民の利便

性を有し、にぎわいの核となる商業機能の集積

と、文化・コミュニティ機能の一体的な整備を誘

導し、個性ある駅前の顔づくりの形成を図る。 

＜中層住宅・サービス地区＞ 

 商業地区の機能を補完するための、各種生活利

便等のサービス施設の立地を誘導するとともに、

中層以下の住宅の立地で、にぎわいのある空間の

形成を図る。 

＜中層住宅地区＞ 

 中層以下の住宅で、良好な住環境の住宅地区の

形成を図る。 

＜一般住宅地区＞ 

 既成住宅地との調和を図り、多様な住宅ニーズ

に応える良好な住環境の住宅地区の形成を図る。 

＜低層住宅地区Ａ＞ 

 周辺環境との調和を図り、戸建て住宅を主体と

する、緑豊かでゆとりある良好な住環境の住宅地

区の形成を図る。 

＜低層住宅地区Ｂ＞ 

 既成住宅地との調和を図り、戸建て住宅を主体

とする良好な住環境の住宅地区の形成を図る。 

【地区施設の整備の方針】 

土地区画整理事業等により整備する道路、公

園、緑地、広場等の維持・保全を図るとともに、

地区内及び地区周辺の円滑な交通を確保するた

め、地区施設の整備方針を以下のとおり定める。 

地区の内外を連絡する区画道路を適切に整備

する。 

【建築物等の整備の方針】 

 本地区計画の目標及び土地利用の方針に基づ

き、建築物等の整備の方針を以下のように定め

る。 

１．快適で利便性の高い商業・文化空間を創出し

つつ、計画的かつ合理的な質の高い住環境の形成
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を図るため、建築物等の用途の制限を定める。 

２．住宅地の過密化を防止し、適正な規模の街並

みを形成し、良好な質の高い住環境の形成を図る

ため、建築物の敷地面積の最低限度を定める。 

３．日照、通風、採光、プライバシーを確保し、

街並みを整え、地区周辺や隣接地に対する圧迫感

を緩和するため、壁面の位置を定める。 

４．良好な居住環境の確保や魅力ある街並み景観

を誘導するため、建築物の高さの制限を定める。 

５．地域環境と調和し、ゆとりある街並みを形成

するため、建築物等の形態又は意匠の調和につい

て定める。 

６．緑豊かで、災害に強い街並みと潤いのある住

環境の形成を図るため、かき又はさくの構造につ

いて定める。 

を図るため、建築物等の用途の制限を定める。 

２．住宅地の過密化を防止し、適正な規模の街並

みを形成し、良好な質の高い住環境の形成を図る

ため、建築物の敷地面積の最低限度を定める。 

３．日照、通風、採光、プライバシーを確保し、

街並みを整え、地区周辺や隣接地に対する圧迫感

を緩和するため、壁面の位置を定める。 

４．良好な居住環境の確保や魅力ある街並み景観

を誘導するため、建築物の高さの制限を定める。 

５．地域環境と調和し、ゆとりある街並みを形成

するため、建築物等の形態又は意匠の調和につい

て定める。 

６．緑豊かで、災害に強い街並みと潤いのある住

環境の形成を図るため、かき又はさくの構造につ

いて定める。 
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新 旧 

地

区

整

備

計

画

地
区
施
設
の
配
置
及
び
規
模

名  称 幅  員 延  長 備  考 名  称 幅  員 延  長 
備  
考 

区画道路１号 ８．０ｍ 約 １５０ ｍ 区画道路１号 ８．０ｍ 約 １５０ ｍ 

区画道路２号 ６．０ｍ 約 ２６ ｍ 区画道路２号 ６．０ｍ 約 ２６ ｍ 

区画道路３号 ５．５ｍ 約 ５８ ｍ 区画道路３号 ５．５ｍ 約 ５８ ｍ 

区画道路４号 ５．５ｍ 約 ５７ ｍ 区画道路４号 ５．５ｍ 約 ５７ ｍ 

区画道路５号 ５．０ｍ 約 ５７ ｍ 区画道路５号 ５．０ｍ 約 ５７ ｍ 

区画道路６号 ６．０ｍ 約 １０３ ｍ 区画道路６号 ６．０ｍ 約 １０３ ｍ 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項

地
区
の
区
分 

地区
の 
名称 

商業地区 中層住宅・サービス地区 商業地区 中層住宅・サービス地区 

地区
の 
面積 

約１．９ha 約４．８ha 約１．９ha 約４．８ha 

建築物等
の用途の
制限 

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。 
 ただし、市長が公益上やむを得ないと認めた場合において
は、この限りでない。 

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。 
 ただし、市長が公益上やむを得ないと認めた場合において
は、この限りでない。 

１．専用住宅 
２．工場（建築基準法施行令
（昭和２５年政令第３３８
号）第１３０条の６に規定す
るものを除く。） 
３．自動車教習所 
４．床面積の合計が１５㎡を
超える畜舎 
５．勝馬投票券発売所、場外
車券売場 
６．倉庫業を営む倉庫 
７．危険物の貯蔵又は処理に
供するもの 
８．風俗営業等の規制及び業
務の適正化等に関する法律
（昭和２３年法律第１２２
号）第２条第１項第５号若し
くは第６号又は同条第６項
第２号若しくは第４号から
第６号に規定するもの 
９．集会場（業として葬儀を
行うものに限る。） 
１０．併用住宅で１階部分を
住居の用に供するもの（上階
の住宅への出入口又は階段
に供する部分を除く。） 
 ただし、都市計画道路３・
４・２７号前原東飯山満町線
（飯山満駅交通広場を含
む。）に接する敷地にある建
築物のうち、当該道路に面す
る部分に限る。 

１．工場（建築基準法施行令
（昭和２５年政令第３３８
号）第１３０条の６に規定す
るものを除く。） 
２．自動車教習所 
３．床面積の合計が１５㎡を
超える畜舎 
４．危険物の貯蔵又は処理に
供するもの 
５．風俗営業等の規制及び業
務の適正化等に関する法律
（昭和２３年法律第１２２
号）第２条第１項第５号若し
くは第６号又は同条第６項
第２号若しくは第４号から
第６号に規定するもの 
６．集会場（業として葬儀を
行うものに限る。） 

１．専用住宅 
２．工場（建築基準法施行令
（昭和２５年政令第３３８
号）第１３０条の６に規定す
るものを除く。） 
３．自動車教習所 
４．床面積の合計が１５㎡を
超える畜舎 
５．勝馬投票券発売所、場外
車券売場 
６．倉庫業を営む倉庫 
７．危険物の貯蔵又は処理に
供するもの 
８．風俗営業等の規制及び業
務の適正化等に関する法律
（昭和２３年法律第１２２
号）第２条第１項第５号若し
くは第６号又は同条第６項
第２号若しくは第４号から
第６号に規定するもの 
９．集会場（業として葬儀を
行うものに限る。） 
１０．併用住宅で１階部分を
住居の用に供するもの（上階
の住宅への出入口又は階段
に供する部分を除く。） 
 ただし、都市計画道路３・
４・２７号前原東飯山満町線
（飯山満駅交通広場を含
む。）に接する敷地にある建
築物のうち、当該道路に面す
る部分に限る。 

１．工場（建築基準法施行令
（昭和２５年政令第３３８
号）第１３０条の６に規定す
るものを除く。） 
２．自動車教習所 
３．床面積の合計が１５㎡を
超える畜舎 
４．危険物の貯蔵又は処理に
供するもの 
５．風俗営業等の規制及び業
務の適正化等に関する法律
（昭和２３年法律第１２２
号）第２条第１項第５号若し
くは第６号又は同条第６項
第２号若しくは第４号から
第６号に規定するもの 
６．集会場（業として葬儀を
行うものに限る。） 
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物 

等 
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関 

す 

る 

事 

項 

建築物
の敷地
面積の
最低限
度 

３００㎡ １３５㎡ ３００㎡ １３５㎡ 

 ただし、次のいずれかに該当するものについてはこの限
りでない。 
１．現に建築物の敷地として使用されている土地で、当該
規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権
利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規
定に適合しない土地について、その全部を一の敷地として
使用するもの。 
２．土地区画整理事業による当該規定に適合しない仮換地
若しくは換地で、所有権その他の権利に基づいてその全部
を一の敷地として使用するもの。 
３．市長が公益上やむを得ないと認めたもの。 

 ただし、次のいずれかに該当するものについてはこの限
りでない。 
１．現に建築物の敷地として使用されている土地で、当該
規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利
に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規定に
適合しない土地について、その全部を一の敷地として使用
するもの。 
２．土地区画整理事業による当該規定に適合しない仮換地
若しくは換地で、所有権その他の権利に基づいてその全部
を一の敷地として使用するもの。 
３．市長が公益上やむを得ないと認めたもの。 

壁面の
位置の
制限 

 建築物（駅舎及び鉄道
高架下部に建築するもの
を除く。）の外壁又はこ
れに代わる柱の面から道
路境界線までの距離は１
ｍ以上とする。 
 ただし、この距離に満
たない距離にある建築物
又は建築物の部分が次の
いずれかに該当するもの
についてはこの限りでな
い。 
１．地階のもの。 
２．物置その他これに類
する附属建築物（自動車
車庫を除く。）で、高さ
３ｍ以下で、かつ、床面
積の合計が５㎡以内であ
るもの。 
３．附属建築物の自動車
車庫で、高さが３ｍ以下
であるもの。 

 建築物（駅舎及び鉄道高架下
部に建築するものを除く。）の
外壁又はこれに代わる柱の面
から道路境界線までの距離は
１ｍ以上とする。なお、建築物
の敷地面積の最低限度の適用
を受けない敷地の建築物につ
いては、この距離を０．５ｍ以
上とすることができる。 
 ただし、この距離に満たない
距離にある建築物又は建築物
の部分が次のいずれかに該当
するものについてはこの限り
でない。 
１．地階のもの。 
２．物置その他これに類する附
属建築物（自動車車庫を除く。）
で、高さ３ｍ以下で、かつ、床
面積の合計が５㎡以内である
もの。 
３．附属建築物の自動車車庫
で、高さが３ｍ以下であるも
の。 

 建築物（駅舎及び鉄道
高架下部に建築するもの
を除く。）の外壁又はこ
れに代わる柱の面から道
路境界線までの距離は１
ｍ以上とする。 
 ただし、この距離に満
たない距離にある建築物
又は建築物の部分が次の
いずれかに該当するもの
についてはこの限りでな
い。 
１．地階のもの。 
２．物置その他これに類
する附属建築物（自動車
車庫を除く。）で、高さ
３ｍ以下で、かつ、床面
積の合計が５㎡以内であ
るもの。 
３．附属建築物の自動車
車庫で、高さが３ｍ以下
であるもの。 

 建築物（駅舎及び鉄道高架下
部に建築するものを除く。）の
外壁又はこれに代わる柱の面
から道路境界線までの距離は
１ｍ以上とする。なお、建築物
の敷地面積の最低限度の適用
を受けない敷地の建築物につ
いては、この距離を０．５ｍ以
上とすることができる。 
 ただし、この距離に満たない
距離にある建築物又は建築物
の部分が次のいずれかに該当
するものについてはこの限り
でない。 
１．地階のもの。 
２．物置その他これに類する附
属建築物（自動車車庫を除く。）
で、高さ３ｍ以下で、かつ、床
面積の合計が５㎡以内である
もの。 
３．附属建築物の自動車車庫
で、高さが３ｍ以下であるも
の。 

建築物
等の高
さの最
高限度 

－ ２０ｍ － ２０ｍ 

建築物
等の形
態又は
色彩そ
の他の
意匠の
制限 

 建築物の外壁の色は、周辺環境との調和を図り、原色や
蛍光色などの刺激的な色彩を避ける。 

 建築物の外壁の色は、周辺環境との調和を図り、原色や
蛍光色などの刺激的な色彩を避ける。 

かき又
はさく
の構造
の制限 

 道路に面してかき又はさくを設ける場合は、原則として
生垣、透視可能なフェンスその他これらに類する構造とす
る。 
 ただし、ブロックその他これに類する構造のものを設け
る場合にあっては、地盤面からの高さは、１．０ｍ以下と
する。 

 道路に面してかき又はさくを設ける場合は、原則として
生垣、透視可能なフェンスその他これらに類する構造とす
る。 
 ただし、ブロックその他これに類する構造のものを設け
る場合にあっては、地盤面からの高さは、１．０ｍ以下と
する。 

11



 新 旧 

地 
 
 

区 
 
 

整 
 
 

備 
 
 

計 
 
 

画 

建 

築 

物 

等 

に 

関 

す 

る 

事 

項 

地
区
の
区
分 

地区
の 

名称 
中層住宅地区 中層住宅地区 

地区
の 

面積 
約８．８ha 約８．８ha 

建築物等の用
途の制限 

 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはな
らない。 
 ただし、市長が公益上やむを得ないと認めた場合におい
ては、この限りでない。 

 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはな
らない。 
 ただし、市長が公益上やむを得ないと認めた場合におい
ては、この限りでない。 

１．住宅 
２．住宅で建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）
第１３０条の３に掲げる用途を兼ねるもの 

３．共同住宅、寄宿舎又は下宿 
４．学校、図書館その他これらに類するもの 
５．老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類す
るもの 
６．病院又は診療所 
７．巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上
必要な建築物 
８．老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類す
るもの 
９．店舗、飲食店その他これらに類するもの 
１０．前各号の建築物に附属するもの 

１．住宅 
２．住宅で建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）
第１３０条の３に掲げる用途を兼ねるもの 

３．共同住宅、寄宿舎又は下宿 
４．学校、図書館その他これらに類するもの 
５．老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類す
るもの 
６．病院又は診療所 
７．巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上
必要な建築物 
８．老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類す
るもの 
９．店舗、飲食店その他これらに類するもの 
１０．前各号の建築物に附属するもの 

建築物の敷地
面積の最低限
度 

１３５㎡ １３５㎡ 

 ただし、次のいずれかに該当するものについてはこの限
りでない。 
１．現に建築物の敷地として使用されている土地で、当該
規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権
利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規
定に適合しない土地について、その全部を一の敷地として
使用するもの。 
２．土地区画整理事業による当該規定に適合しない仮換地
若しくは換地で、所有権その他の権利に基づいてその全部
を一の敷地として使用するもの。 
３．市長が公益上やむを得ないと認めたもの。 

 ただし、次のいずれかに該当するものについてはこの限
りでない。 
１．現に建築物の敷地として使用されている土地で、当該
規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権
利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規
定に適合しない土地について、その全部を一の敷地として
使用するもの。 
２．土地区画整理事業による当該規定に適合しない仮換地
若しくは換地で、所有権その他の権利に基づいてその全部
を一の敷地として使用するもの。 
３．市長が公益上やむを得ないと認めたもの。 

壁面の位置の
制限 

 建築物（駅舎及び鉄道高架下部に建築するものを除く。）
の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距
離は１ｍ以上とする。なお、建築物の敷地面積の最低限度
の適用を受けない敷地の建築物については、この距離を
０．５ｍ以上とすることができる。 
 ただし、この距離に満たない距離にある建築物又は建築
物の部分が次のいずれかに該当するものについてはこの
限りでない。 
１．地階のもの。 
２．物置その他これに類する附属建築物（自動車車庫を除
く。）で、高さ３ｍ以下で、かつ、床面積の合計が５㎡以
内であるもの。 
３．附属建築物の自動車車庫で、高さが３ｍ以下であるも
の。 

 建築物（駅舎及び鉄道高架下部に建築するものを除く。）
の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距
離は１ｍ以上とする。なお、建築物の敷地面積の最低限度
の適用を受けない敷地の建築物については、この距離を
０．５ｍ以上とすることができる。 
 ただし、この距離に満たない距離にある建築物又は建築
物の部分が次のいずれかに該当するものについてはこの
限りでない。 
１．地階のもの。 
２．物置その他これに類する附属建築物（自動車車庫を除
く。）で、高さ３ｍ以下で、かつ、床面積の合計が５㎡以
内であるもの。 
３．附属建築物の自動車車庫で、高さが３ｍ以下であるも
の。 

建築物等の高
さの最高限度 

２０ｍ ２０ｍ 

建築物等の形
態又は色彩そ
の他の意匠の
制限 

 建築物の外壁の色は、周辺環境との調和を図り、原色や
蛍光色などの刺激的な色彩を避ける。 

 建築物の外壁の色は、周辺環境との調和を図り、原色や
蛍光色などの刺激的な色彩を避ける。 

かき又はさく
の構造の制限 

 道路に面してかき又はさくを設ける場合は、原則として
生垣、透視可能なフェンスその他これらに類する構造とす
る。 
 ただし、ブロックその他これに類する構造のものを設け
る場合にあっては、地盤面からの高さは、１．０ｍ以下と
する。 

 道路に面してかき又はさくを設ける場合は、原則として
生垣、透視可能なフェンスその他これらに類する構造とす
る。 
 ただし、ブロックその他これに類する構造のものを設け
る場合にあっては、地盤面からの高さは、１．０ｍ以下と
する。 
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地
区
の
区
分 

地 区 の 
名 称 

一般住宅地区 一般住宅地区 

地 区 の 
面 積 

約３．８ha 
（△０．０００４４１ha） 

約３．８ha 

建築物等の用途
の制限 

 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築して
はならない。 
 ただし、市長が公益上やむを得ないと認めた場合に
おいては、この限りでない。 

 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築して
はならない。 
 ただし、市長が公益上やむを得ないと認めた場合に
おいては、この限りでない。 

１．住宅 
２．住宅で建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３
８号）第１３０条の３に掲げる用途を兼ねるもの 
３．共同住宅、寄宿舎又は下宿 
４．学校（大学、高等専門学校、専修学校及び各種学
校を除く。）、図書館その他これらに類するもの 
５．老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに
類するもの 
６．診療所 
７．巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公
益上必要な建築物 
８．神社、寺院 
９．老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに
類するもので床面積の合計が６００㎡以内のもの 
１０．店舗、飲食店その他これらに類する用途に供す
るもののうち、その用途に供する部分の床面積の合計
が１５０㎡以内のもの 
１１．前各号の建築物に附属するもの 

１．住宅 
２．住宅で建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３
８号）第１３０条の３に掲げる用途を兼ねるもの 
３．共同住宅、寄宿舎又は下宿 
４．学校（大学、高等専門学校、専修学校及び各種学
校を除く。）、図書館その他これらに類するもの 
５．老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに
類するもの 
６．診療所 
７．巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公
益上必要な建築物 
８．神社、寺院 
９．老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに
類するもので床面積の合計が６００㎡以内のもの 
１０．店舗、飲食店その他これらに類する用途に供す
るもののうち、その用途に供する部分の床面積の合計
が１５０㎡以内のもの 
１１．前各号の建築物に附属するもの 

建築物の敷地面
積の最低限度 

１３５㎡ １３５㎡ 

 ただし、次のいずれかに該当するものについてはこ
の限りでない。 
１．現に建築物の敷地として使用されている土地で、
当該規定に適合しないもの又は現に存する所有権そ
の他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する
ならば当該規定に適合しない土地について、その全部
を一の敷地として使用するもの。 
２．土地区画整理事業による当該規定に適合しない仮
換地若しくは換地で、所有権その他の権利に基づいて
その全部を一の敷地として使用するもの。 
３．市長が公益上やむを得ないと認めたもの。 

 ただし、次のいずれかに該当するものについてはこ
の限りでない。 
１．現に建築物の敷地として使用されている土地で、
当該規定に適合しないもの又は現に存する所有権その
他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するなら
ば当該規定に適合しない土地について、その全部を一
の敷地として使用するもの。 
２．土地区画整理事業による当該規定に適合しない仮
換地若しくは換地で、所有権その他の権利に基づいて
その全部を一の敷地として使用するもの。 
３．市長が公益上やむを得ないと認めたもの。 

壁面の位置の制
限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界
線までの距離は１ｍ以上とする。なお、建築物の敷地
面積の最低限度の適用を受けない敷地の建築物につ
いては、この距離を０．５ｍ以上とすることができる。 
 ただし、この距離に満たない距離にある建築物又は
建築物の部分が次のいずれかに該当するものについ
てはこの限りでない。 
１．地階のもの。 
２．物置その他これに類する附属建築物（自動車車庫
を除く。）で、高さ３ｍ以下で、かつ、床面積の合計
が５㎡以内であるもの。 
３．附属建築物の自動車車庫で、高さが３ｍ以下であ
るもの。 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線
までの距離は１ｍ以上とする。なお、建築物の敷地面
積の最低限度の適用を受けない敷地の建築物について
は、この距離を０．５ｍ以上とすることができる。 
 ただし、この距離に満たない距離にある建築物又は
建築物の部分が次のいずれかに該当するものについて
はこの限りでない。 
１．地階のもの。 
２．物置その他これに類する附属建築物（自動車車庫
を除く。）で、高さ３ｍ以下で、かつ、床面積の合計
が５㎡以内であるもの。 
３．附属建築物の自動車車庫で、高さが３ｍ以下であ
るもの。 

建築物等の高さ
の最高限度 

２０ｍ ２０ｍ 

建築物等の形態
又は色彩その他
の意匠の制限 

 建築物の外壁の色は、周辺環境との調和を図り、原
色や蛍光色などの刺激的な色彩を避ける。 

 建築物の外壁の色は、周辺環境との調和を図り、原
色や蛍光色などの刺激的な色彩を避ける。 

かき又はさくの
構造の制限 

 道路に面してかき又はさくを設ける場合は、原則と
して生垣、透視可能なフェンスその他これらに類する
構造とする。 
 ただし、ブロックその他これに類する構造のものを
設ける場合にあっては、地盤面からの高さは、１．０
ｍ以下とする。 

 道路に面してかき又はさくを設ける場合は、原則と
して生垣、透視可能なフェンスその他これらに類する
構造とする。 
 ただし、ブロックその他これに類する構造のものを
設ける場合にあっては、地盤面からの高さは、１．０
ｍ以下とする。 
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地
区
の
区
分 

地区の 
名 称 低層住宅地区Ａ 低層住宅地区Ａ 

地区の 
面 積 

約２．８ha 
（０．０００４４１ha） 

約２．８ha 

建築物等の用
途の制限 

 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築しては
ならない。 
 ただし、市長が公益上やむを得ないと認めた場合にお
いては、この限りでない。 

 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築しては
ならない。 
 ただし、市長が公益上やむを得ないと認めた場合にお
いては、この限りでない。 

１．住宅 
２．住宅で建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８
号）第１３０条の３に掲げる用途を兼ねるもの 
３．共同住宅、寄宿舎又は下宿 
４．学校、図書館その他これらに類するもの 
５．老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類
するもの 
６．診療所 
７．巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益
上必要な建築物 
８．神社、寺院 
９．前各号の建築物に附属するもの 

１．住宅 
２．住宅で建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８
号）第１３０条の３に掲げる用途を兼ねるもの 
３．共同住宅、寄宿舎又は下宿 
４．学校、図書館その他これらに類するもの 
５．老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類
するもの 
６．診療所 
７．巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益
上必要な建築物 
８．神社、寺院 
９．前各号の建築物に附属するもの 

建築物の敷地
面積の最低限
度 

１３５㎡ １３５㎡ 

 ただし、次のいずれかに該当するものについてはこの
限りでない。 
１．現に建築物の敷地として使用されている土地で、当
該規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他
の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば
当該規定に適合しない土地について、その全部を一の敷
地として使用するもの。 
２．土地区画整理事業による当該規定に適合しない仮換
地若しくは換地で、所有権その他の権利に基づいてその
全部を一の敷地として使用するもの。 
３．市長が公益上やむを得ないと認めたもの。 

 ただし、次のいずれかに該当するものについてはこの
限りでない。 
１．現に建築物の敷地として使用されている土地で、当
該規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他
の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば
当該規定に適合しない土地について、その全部を一の敷
地として使用するもの。 
２．土地区画整理事業による当該規定に適合しない仮換
地若しくは換地で、所有権その他の権利に基づいてその
全部を一の敷地として使用するもの。 
３．市長が公益上やむを得ないと認めたもの。 

壁面の位置の
制限 

 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界
線までの距離は１ｍ以上とする。なお、建築物の敷地面
積の最低限度の適用を受けない敷地の建築物について
は、この距離を０．５ｍ以上とすることができる。 
 ただし、この距離に満たない距離にある建築物又は建
築物の部分が次のいずれかに該当するものについては
この限りでない。 
１．地階のもの。 
２．物置その他これに類する附属建築物（自動車車庫を
除く。）で、高さ３ｍ以下で、かつ、床面積の合計が５
㎡以内であるもの。 
３．附属建築物の自動車車庫で、高さが３ｍ以下である
もの。 

 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界
線までの距離は１ｍ以上とする。なお、建築物の敷地面
積の最低限度の適用を受けない敷地の建築物について
は、この距離を０．５ｍ以上とすることができる。 
 ただし、この距離に満たない距離にある建築物又は建
築物の部分が次のいずれかに該当するものについては
この限りでない。 
１．地階のもの。 
２．物置その他これに類する附属建築物（自動車車庫を
除く。）で、高さ３ｍ以下で、かつ、床面積の合計が５
㎡以内であるもの。 
３．附属建築物の自動車車庫で、高さが３ｍ以下である
もの。 

建築物等の高
さの最高限度 

－ － 

建築物等の形
態又は色彩そ
の他の意匠の
制限 

 建築物の外壁の色は、周辺環境との調和を図り、原色
や蛍光色などの刺激的な色彩を避ける。 

 建築物の外壁の色は、周辺環境との調和を図り、原色
や蛍光色などの刺激的な色彩を避ける。 

かき又はさく
の構造の制限 

 道路に面してかき又はさくを設ける場合は、原則とし
て生垣、透視可能なフェンスその他これらに類する構造
とする。 
ただし、ブロックその他これに類する構造のものを設

ける場合にあっては、地盤面からの高さは、１．０ｍ以
下とする。 

 道路に面してかき又はさくを設ける場合は、原則とし
て生垣、透視可能なフェンスその他これらに類する構造
とする。 
ただし、ブロックその他これに類する構造のものを設

ける場合にあっては、地盤面からの高さは、１．０ｍ以
下とする。 
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７．巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益
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建築物の敷地
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 ただし、次のいずれかに該当するものについてはこの
限りでない。 
１．現に建築物の敷地として使用されている土地で、当
該規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他
の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば
当該規定に適合しない土地について、その全部を一の敷
地として使用するもの。 
２．土地区画整理事業による当該規定に適合しない仮換
地若しくは換地で、所有権その他の権利に基づいてその
全部を一の敷地として使用するもの。 
３．市長が公益上やむを得ないと認めたもの。 

 ただし、次のいずれかに該当するものについてはこの
限りでない。 
１．現に建築物の敷地として使用されている土地で、当
該規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他
の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば
当該規定に適合しない土地について、その全部を一の敷
地として使用するもの。 
２．土地区画整理事業による当該規定に適合しない仮換
地若しくは換地で、所有権その他の権利に基づいてその
全部を一の敷地として使用するもの。 
３．市長が公益上やむを得ないと認めたもの。 
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 建築物の外壁の色は、周辺環境との調和を図り、原色
や蛍光色などの刺激的な色彩を避ける。 
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や蛍光色などの刺激的な色彩を避ける。 

かき又はさく
の構造の制限 

 道路に面してかき又はさくを設ける場合は、原則とし
て生垣、透視可能なフェンスその他これらに類する構造
とする。 
ただし、ブロックその他これに類する構造のものを設

ける場合にあっては、地盤面からの高さは、１．０ｍ以
下とする。 

 道路に面してかき又はさくを設ける場合は、原則とし
て生垣、透視可能なフェンスその他これらに類する構造
とする。 
ただし、ブロックその他これに類する構造のものを設

ける場合にあっては、地盤面からの高さは、１．０ｍ以
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新旧対 照 図（ 変更後）
新旧対 照 図（ 変更前）

1:1,000 1:1,000

¯ ¯

①

①

②
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m

0 10 20 30 405
m

一般住宅地区

低層住宅地区A

一般住宅地区

低層住宅地区A

変更箇 所 地区区分名称 面積

① 一般住宅地区 　0.00252ha

② 低層住宅地区Ａ 　0.002961ha

変更後

変更箇 所 地区区分名称 面積

① 低層住宅地区Ａ 　0.00252ha

② 一般住宅地区 　0.002961ha

変更前

地区区分

変更前 地区区分境界

変更後 地区区分境界

飯 山満土地区画 整理事業区域

都市計画 道 路

一般住宅地区

低層住宅地区Ａ

地区区分

変更前 地区区分境界

変更後 地区区分境界

飯 山満土地区画 整理事業区域

都市計画 道 路

一般住宅地区

低層住宅地区Ａ
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